2019年12月防火防災委員会議事メモ
令和元年12月21日
[bookmark: _GoBack]開催日時：令和元年12月21日（土）　10:00～12:20
会　　場：バームハイツ西葛西　バームルーム
出 席 者：（以下、敬称略）
出席：109佐々木、116 蔵増、324小林、416小野、417 田村、1009 加藤、1001杉本、
115河本（書記）
欠席： 716 佐々木

議事内容
1． 連絡事項
(1) マンション竣工図面
Ａ１の原本(ボロボロ)がダンボールにあり、コピーの冊子が2冊とCDーROMがある
(2) 電気設備等確認
・変電設備（変圧器等は東電所有）：バイク置場横
・電気室（キュービクル設備は管理組合所有）：エレベーター横
・ポンプ室：エントランス入り口左
・自家用発電機：粗大ゴミ置き場奥
・電話設備等：車路スロープ120号室側
・インターネット設備（MDF）：集合ポスト車路外側天井部、南棟非常階段1階の2カ所
・非常用放送設備：フロント内

2． 年間計画
年間計画を参照。
防災訓練は、TOKYO2020のため、4月から9月の場合は、消防署の協力が得られない。

3． 防火防災管理細則の検討
・第3条　一　「管理権原者」が正しい。
・三　統括防火管理者
本マンションでは～　高層建築物に該当するため、統括防火管理者をおく。
・第４条　（防火管理者および統括防火管理者の選任）
理事会の承認を得て、防火管理者および統括防火管理者（以下「防火管理者」という。）に選任（解任）する。
・2項　選任するのが困難な場合、理事長は、副理事長に理事の中から1名を指名して防火管理者の資格取得（以下省略）
・第7条　防火管理者の作成する防火管理に係る消防計画（以下「消防計画」という。）に基づき
・第8条
管理組合の会計年度に合わせ5月末締めにしては？
定例会開催日（通常7月第三日曜日）とすると、7月は新旧防火管理者が重なり、報酬額も二重で支払うこととなってしまう。
・9条と10条は同じ事、10条が不要では？
第10条を残すのであれば、「防火管理者を選任することが困難な場合」は不要では？
第4条2において、「副理事長に就任要請する」としているので、整合性が合わない。
・第11条　2　「指名」という言葉に違和感があります。
・第12条　定例会の開催は、現状細則のままがいい。
・第13条3三　防火管理者が実施すべきことであって、委員会ではありません。
・第14条2　「管理会計」という言い方か？「管理費」で良いのでは。
・第15条三　「仕切り版」？⇒マンション内では「パーテション」、建築的には「隔壁板」
・五　現状細則の文言にする。
・２　理事会から改善処置を求めるもので、委員会でやることではありません。
・第17条　理事長に申請。自治会での行事では、理事長及び消防署に届け出ている。
・第5章「防災訓練」としては？
・第18条　「年一回訓練を実施する」程度でよい。あまり細かいことを記載してもできない。
・第19条　訓練実施前に訓練計画を消防署に届け出る必要があります。
・2　防火管理台帳は、ありません。新たに作成するということでしょうか。
・第20条　「震災訓練」は実施したことがない。第5章防災訓練とすることで、いらないのでは？ 
・第22条2　「立会う」必要があるか？「点検実施する」に留める。
・第23条2　防火管理台帳はありません。
・第24条　不備欠陥等の整備は、防災委員会を通す必要はありません。
・第7章　行動にあたるので、防災マニュアル参照とする。
・第28条　防災マニュアルは、「行動」「体制」「防災備品」「様式集」で成り立っています。
・第29条　防災マニュアルは防火防災委員会にて検討し理事会の承認により制改定とする。

4． その他
・地震自動解除鍵ボックス　…　次回、検討
・新年1月12日（日）12時～　自治会主催のバーム新年会があります。ご参加ください。

5． 理事会依頼事項・報告事項
1 防災委員会2020年年間計画作成しました。
2 防火防災管理細則（草案）を読み合わせ、検討しました。
3 応急危険度判定講習会テキストを田村委員より受け取り

6． 今後の日程
1月25日（土）10:00～12:00　防火防災委員会　バームルーム
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